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小松島市法務監
弁　　護　　士 中村　健人

拝啓　時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。
　本会事業活動には、平素より格別のご支援ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、120年ぶりの大改正となった民法の一部を改正する法律の施行日が2020年4月1日に決まり、法改正に伴
い行政実務に大きな影響を与えることが予想されます。
　そこで本講座では、民法改正の全体像とそれに伴って影響を受ける他の主な法律の改正内容を概説した上で、
自治体実務へ大きな影響を与える改正項目を重点的に解説いたします。また、今後の対応策についても具体
例を用いてわかりやすく解説いたします。
　時節柄公務ご多忙の折とは存じますが、この機会に関係各位多数のご参加をおすすめ申しあげます。

敬　具　

法制課長・法務課長
住 宅 管 理 課 長
総 務 課 長
税 務 課 長
債 権 管 理 課 長

改正民法と地方自治体の実務対応
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2020年3月12日（木）
3月13日（金）

13：00～17：00
9：30～16：30
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※宿泊料は変更になる場合がございます。

※参加料には、別途消費税がかかります。
※銀行振込の手数料は貴団体にてご負担ください。
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「改正民法と地方自治体の実務対応」講座参加申込書（4334）②

【１日目・２日目（午前）】
１. 改正民法の成立・公布・施行

２. 整備法（民法以外の法律への影響）  
    の概説

３. 民法の全改正項目の概説

【２日目（午後）】
４. 改正民法と自治体実務

～自治体実務に影響する主な改正項目～
　①時効期間
　②時効の更新・完成猶予
　③意思表示の効力発生時期
　④契約解除・危険負担
　⑤売主・請負人に対する責任追及
　⑥賃貸人・賃借人の義務

⑦保証人保護（極度額設定・情報提供
義務・公正証書作成）

　⑧債務引受
⑨連帯保証人に対する履行請求の
　相対化

　⑩法定利率
　⑪定型約款

５. 改正民法施行後の現行民法の適用
    範囲（経過措置）

６. 改正民法を踏まえた実務対応

早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了。神戸大
学大学院経済学研究科博士前期課程修了。平成15年
10月に弁護士登録後、法律事務所、民間企業勤務を
経て、平成25年4月から平成28年3月まで徳島県小松
島市政策法務室長。平成28年4月より弁護士法人リ
ーガルアクシス所属、小松島市法務監就任。自治体
向けメール・電話相談を実施中。
著書に『ケーススタディ行政不服審査法‐自治体に
おける審査請求実務の手引き-』（第一法規、2018
年）、『自治体職員のための民事保全法・民事訴訟法・
民事執行法』（第一法規、2017年）、『改正行政不服審
査法‐自治体の検討課題と対応のポイント‐【施行令
対応版】』（第一法規、2016年）など。論文に『孤立死に
関する一考察‐葬祭の実施・公営住宅の明渡・相続財
産管理人の選任について‐』（自治体学28巻1号、2014
年【自治体学研究奨励賞（2015年度）受賞】）など。

中村　健人小松島市法務監・弁護士 氏
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29，000円
32，000円

 　※別途消費税が（　 かかります　 ）


